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引
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千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

規

則 

 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
八
号 

 
 

 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
□
平
成
八
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
二
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
六
第
一
号
ロ
中
□
児
童
福
祉
施
設
□
の
下
に
□
又
は
同
法
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
こ

ど
も
家
庭
セ
ン
タ
□
□
を
加
え
□
□
□
母
子
保
健
法
□
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
□
第
二
十
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
□
□
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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年
三
月
七
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葉
県
知
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千
葉
県
規
則
第
九
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千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
九
号
□
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
条
第
一
項
第
七
号
中
□
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
□
を
□
第
七
条
第
二
項
□
に
改
め
□
同
項
第
八

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

八 

児
童
福
祉
法
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
□ 

 

第
四
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

君
津
保
健
医
療
圏 

木
更
津
市
□
君
津
市
□
富
津
市
及
び
袖
ケ
浦
市 

 

別
記
第
八
号
様
式
□
裏
□
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
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□
に
改
め
る
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別
記
第
十
一
号
様
式
□
裏
□
中
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 

□
に
□
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□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ

り
調
製
し
た
用
紙
は
□
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
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製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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三
月
七
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師
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行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
□
昭
和
四
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
□ 

 

別
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一
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様
式
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7
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第

６
条

の
２

の
２

第
３

項
 

 
第

２
項

に
規

定
す

る
こ

ど
も

家
庭

セ
ン

タ
ー

 

 
健

法
第

２
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
母

子
健

康
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

 
第

７
条

第
２

項
 

 
母

子
保

健
 

 
法

第
２

２
条

第
１

項
に
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定

す
る

母
子

健
康

包
括

支
援
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ン

タ
ー

 

 
児

童
福

祉
法

第
１

０
条

の
２

 

 
児

童
福

祉
法

第
１

０
条

の
２

第
 

 
２

項
に

規
定

す
る

こ
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
 

 
第

６
条

の
２

の
２

第
３

項
 

 
第

７
条

第
２

項
 

 
母

子
保

 

 ３
 

製
菓

衛
生

師
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
免

許
の

取
消

処
分

を
受

け
た

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
（

あ
る

と
き

は
、

処
分

都
道

府
県

知
事

名
、

処
分

年
月

日
及

び
処

分
を

受
け

た

理
由
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製
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衛
生

師
法

第
８
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よ
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□ 
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
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附 
則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
□
令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

四 

く
ま
で
及
び
移
植
ご
て
□
柄
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
以
内
の
も
の
に
限
る
□
□ 

 

第
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中
□
藻
類
の
□
を
削
る
□ 

 

第
五
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
□
通
信
の
妨
害
そ
の
他
の
当
該
命
令
に
係
る
電
子
機
器
の

機
能
を
損
な
う
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

第
五
十
九
条
第
一
項
中
□
者
は
□
を
□
場
合
に
は
□
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
□
に
□
□
懲
役
□
を

□
拘
禁
刑
□
に
改
め
□
同
項
各
号
中
□
者
□
を
□
と
き
□
□
に
改
め
る
□ 

 

第
六
十
条
中
□
者
□
を
□
と
き
は
□
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
及

び
第
五
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
□
□
懲
役
□
を
□
拘
禁
刑
□
に
改
め
る
部
分
に
限
る
□
□
は
令
和

七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
規
則
□
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
□
当
該
規
定
□
の
施
行
前
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

  

千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
則
□
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
九
号
□
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
一
条
中
□
規
定
に
よ
り
□
を
□
規
定
に
よ
る
□
に
□
□
並
び
に
免
許
の
申
請
及
び
法
第
九
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
□
を
□
及
び
特
定
書
類
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
□
昭
和
四
十
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

第
一
条
中
□
者
は
□
の
下
に
□
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
を
加

え
□
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
□
を
□
当
該
者
の
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
□
に
改

め
□
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

一 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
□
以
下
□
施
行
規
則
□
と

い
う
□
□
第
一
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

 

二 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
□
第
二
条
の
二
で
定
め
る

使
用
人 

 

第
四
条
第
一
項
中
□
第
九
条
□
を
□
第
九
条
第
一
項
□
に
□
□
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
□
昭
和

三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
□
以
下
□
施
行
規
則
□
と
い
う
□
□
第
一
条
の
二
第
一
項
第
十
号
□
を

□
施
行
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
を
削
る
□ 

 

第
五
条
中
□
第
五
条
の
三
第
三
項
□
を
□
第
五
条
の
二
第
三
項
□
に
改
め
る
□ 

 

第
六
条
中
□
第
五
条
の
五
□
を
□
第
五
条
の
四
□
に
改
め
る
□ 

 

第
十
三
条
第
三
項
中
□
第
九
条
□
を
□
第
九
条
第
一
項
□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
□
第
十
二
号
様
式
□
第
十
五
号
様
式
□
第
十
六
号
様

式
及
び
第
十
八
号
様
式
中
□ 

□
を
削
る
□ 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
四
号 

 
備

考
 

３
及

び
５

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

□
の

中
に

レ
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
 

５
 

麻
薬

、
あ

へ
ん

、
大

麻
又

は
覚

せ
い

剤
の

中
毒

者
で

あ
る

か
否

か
の

別
 

 
 

□
中

毒
者

で
あ

る
。

 
 

□
中

毒
者

で
な

い
。

 

㊞
 



  

三 

令和 7 年 3 月 7 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第２１号 
 

 
 

千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則
□
昭
和
二
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
六
条
の
七
第
三
項
第
二
号
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
□
シ
□
・
デ
□
□
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
□
以
下
□
磁
気
デ
□
ス
ク
等
□
と

い
う
□
を
□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
に
改
め
る
□ 

 

第
十
条
第
二
号
中
□
□
生
年
月
日
及
び
性
別
□
を
削
る
□ 

 

第
十
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

４ 

前
各
項
の
規
定
は
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法

律
第
百
五
十
一
号
□
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧
等
に
係
る
名
簿
の
閲
覧
に
つ
い
て

は
□
適
用
し
な
い
□ 

 

第
十
六
条
の
八
第
三
項
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
□
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も

の
を
知
事
に
交
付
す
る
方
法
□
を
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
□
に
改
め
□
同
項
に
次
の
各
号
を

加
え
る
□ 

 

一 

指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
□
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
情
報
が
送
信
さ
れ
□
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
□
イ
ル
に
当
該
情
報
が

記
録
さ
れ
る
も
の 

 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
□
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事
に
交
付
す
る

方
法 

 

第
十
六
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
等
□
を
□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

４ 

前
各
項
の
規
定
は
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧
等
に
係
る
閲
覧
書
類
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
六
条
の
七
第
三
項
第
二
号
及
び
第

十
六
条
の
八
第
三
項
の
改
正
規
定
□
同
項
に
各
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
六
条
の
十
一
第
二
項

第
二
号
の
改
正
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


